
 

 

 

 D S P 防衛省仕様書改正票 

 

航空用極圧グリース 

Ｋ ２２４５Ｄ（３）
 

制定 

改正  

昭和５８年１２月１９日 

令和 ６年 ２月 １日
 

（ＧＲＥＡＳＥ，ＡＩＲＣＲＡＦＴ） 

 

 この改正票は，ＤＳＰ Ｋ ２２４５Ｄ（航空用極圧グリース）についてのものであり，

ＤＳＰ Ｋ ２２４５Ｄ（２）を含め累積記載されている。この改正票はＤＳＰ Ｋ 

２２４５Ｄと併用される。 

 

1.3 a) 1)規格 中 

“ＦＥＤ．ＴＥＳＴ ＭＥＴＨＯＤ ＳＴＤ．ＮＯ．７９１Ｂ ＭＥＴＨＯＤ 

３３１．２ ＰＥＲＦＯＲＭＡＮＣＥ ＯＦ ＬＵＢＲＩＣＡＮＴ ＧＲＥＡＳＥ ＩＮ ＡＮＴＩＦＲＩＣＴＩＯＮ  

ＢＥＡＲＩＮＧＳ ＡＴＥＬＥＶＡＴＥＤ ＴＥＭＰＥＲＡＴＵＲＥＳ 

３７２０．２ ＭＯＬＹＢＤＥＮＵＭ ＤＩＳＵＬＦＩＤＥ ＣＯＮＴＥＮＴ ＯＦ ＬＵＢＲＩＣＡＴＩＮＧ  

ＧＲＥＡＳＥ 

３７２２．２ ＭＯＬＹＢＤＥＮＵＭ ＤＩＳＵＬＦＩＤＥ ＣＯＮＴＥＮＴ ＯＦ ＮＯＮ－ＳＯＡＰ  

ＴＨＩＣＫＥＮＥＤ ＬＵＢＲＩＣＡＴＩＮＧ ＧＲＥＡＳＥＳ”を 

“ＦＥＤ－ＳＴＤ－７９１ 

３７２０ MOLYBDENUM DISULFIDE CONTENT OF LUBRICATING GREASE 

３７２２ MOLYBDENUM DISULFIDE CONTENT OF NON-SOAP THICKENED LUBRICATING GREASES 

ＡＳＴＭ Ｄ ３３３６ Standard Test Method for Life of Lubricating Greases in Ball Bearings at Elevated 

Temperatures”に，  

“ＡＳＴＭ Ｄ ２５９６ ＭＥＡＳＵＲＥＭＥＮＴ ＯＦ ＥＸＴＲＥＭＥ―ＰＲＥＳＳＵＲＥ ＰＲＯＰＥＲＴＩＥＳ ＯＦ  

ＬＵＢＲＩＣＡＴＩＮＧ ＧＲＥＡＳＥ（ＦＯＵＲ―ＢＡＬＬ ＭＥＴＨＯＤ）”を 
“ＡＳＴＭ Ｄ ２５９６ Standard Test Method for Measurement of Extreme-Pressure Properties of  

Lubricating Grease（Four-Ball Method）”に改める。 

1.3 a) 2) 仕様書 中 

“ＭＩＬ－Ｍ－７８６６Ｃ”を“ＳＡＥ－ＡＭＳ－Ｍ－７８６６”に改める。 

 

2.2 品質 中 

“ＭＩＬ－Ｍ－７８６６Ｃ”を“ＳＡＥ－ＡＭＳ－Ｍ－７８６６”に改める。 

 

付表１ 中 

“注 a) 銅板に接触した部分のグリースが変色してはならない。また，銅板の変色は，ＪＩＳ Ｋ ２５１３の箇

条５（銅板腐食標準）の１以下でなければならない。”を 

“注 a) 銅板に接触した部分のグリースが緑変してはならない。また，銅板の変色は，ＪＩＳ Ｋ ２５１３の箇 

条５（銅板腐食標準）の１以下でなければならない。”に改める。 
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 D S P 防 衛 省 仕 様 書 

 

航空用極圧グリース 

Ｋ  ２ ２ ４ ５ Ｄ
制定 

改正 

昭和５８．１２．１９

平成２２． ５．１８ 

（ＧＲＥＡＳＥ，ＡＩＲＣＲＡＦＴ） 

 

 

1 総則 

1.1 適用範囲 

この仕様書は，高荷重でしゅう動する鋼面の潤滑用として使用する低高温度用の二酸化モリブデン入り航空用極圧グリース

（以下，グリースという。）について規定する。 

1.2 製品の呼び方  

製品の呼び方は，表１による。 

 

表１－製品の呼び方 

製品の呼び方 物 品 番 号 

航空用極圧グリース ９１５０－１６０－６１０１－５ 

 

1.3 引用文書等 

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書

又は見積書の提出時における最新版とする。 

a) 引用文書 

1) 規格 

ＪＩＳ Ｋ ２２２０ グリース  

ＪＩＳ Ｋ ２２５１ 原油及び石油製品－試料採取方法  

ＪＩＳ Ｋ ２５１３ 石油製品－銅板腐食試験方法  

ＪＩＳ Ｋ ５５７２ フタル酸樹脂エナメル 

ＪＩＳ Ｋ ５６５１ アミノアルキド樹脂塗料 

ＪＩＳ Ｚ １６２０ 鋼製ペール  

ＮＤＳ Ｋ ２７７２ グリース貯蔵安定度試験方法   

ＮＤＳ Ｚ ０００１ 包装の総則   

ＦＥＤ．ＴＥＳＴ ＭＥＴＨＯＤ ＳＴＤ．ＮＯ．７９１Ｂ ＭＥＴＨＯＤ   

３３１．２ ＰＥＲＦＯＲＭＡＮＣＥ ＯＦ ＬＵＢＲＩＣＡＮＴ ＧＲＥＡＳＥ ＩＮ ＡＮＴＩＦＲＩＣＴＩＯＮ ＢＥＡＲＩＮＧＳ ＡＴＥＬ

ＥＶＡＴＥＤ ＴＥＭＰＥＲＡＴＵＲＥＳ 

３７２０．２ ＭＯＬＹＢＤＥＮＵＭ ＤＩＳＵＬＦＩＤＥ ＣＯＮＴＥＮＴ ＯＦ ＬＵＢＲＩＣＡＴＩＮＧ ＧＲＥＡＳＥ 

３７２２．２ ＭＯＬＹＢＤＥＮＵＭ ＤＩＳＵＬＦＩＤＥ ＣＯＮＴＥＮＴ ＯＦ ＮＯＮ－ＳＯＡＰ ＴＨＩＣＫＥＮＥＤ ＬＵＢＲＩＣ

ＡＴＩＮＧ ＧＲＥＡＳＥＳ 

ＡＳＴＭ Ｄ ２５９６ ＭＥＡＳＵＲＥＭＥＮＴ ＯＦ ＥＸＴＲＥＭＥ－ＰＲＥＳＳＵＲＥ ＰＲＯＰＥＲＴＩＥＳ ＯＦ  ＬＵＢ

ＲＩＣＡＴＩＮＧ ＧＲＥＡＳＥ （ＦＯＵＲ－ＢＡＬＬ ＭＥＴＨＯＤ） 

2) 仕様書 

ＤＳＰ Ｋ ２２４２ 航空用振動軸受グリース 



２  

Ｋ ２２４５Ｄ 

ＭＩＬ－Ｍ－７８６６Ｃ ＭＯＬＹＢＤＥＮＵＭ ＤＩＳＵＬＦＩＤＥ， ＴＥＣＨＮＩＣＡＬ， ＬＵＢＲＩＣＡＴＩＯＮ ＧＲＡＤＥ 

3) 法令等  

装備品等の製造設備等の認定に関する訓令（昭和５０年防衛庁訓令第４４号） 

b) 関連文書 

    ＭＩＬ－Ｇ－２１１６４Ｄ ＧＲＥＡＳＥ，ＭＯＬＹＢＤＥＮＵＭ ＤＩＳＵＬＦＩＤＥ，ＦＯＲ ＬＯＷ ＡＮＤ ＨＩＧＨ ＴＥＭＰＥ

ＲＡＴＵＲＥＳ 

 

2 製品に関する要求  

2.1 認定 

このグリースには，装備品等の製造設備等の認定に関する訓令が適用される。 

2.2 品質 

このグリースは，ジエステル潤滑油と適当なゲル化剤及び二硫化モリブデン等からなり，付表１による試験方法で試験したと

き，付表１の規定に適合しなければならない。使用する二硫化モリブデンはＭＩＬ－Ｍ－７８６６Ｃに合格するものでなけ

ればならない。 

 

3 品質保証 

3.1 認定検査・検査 

認定検査及び検査の検査項目及び試験方法は，付表１によるものとする。なお，2.1 項の認定の規定が適用される場

合の検査は，付表１の検査の欄に○印を付した項目について実施する。その他の場合は，付表１の試験方法欄に示された検

査を行うものとする。 

3.2 試料採取方法 

認定検査及び検査のための試料採取方法は，ＪＩＳ Ｋ ２２５１による。 

 

4 出荷条件 

4.1 容器 

容器は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＪＩＳ Ｚ １６２０に規定する１種又は２種の２号Ｍ級のものと

する。 

4.2 外装 

外装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。 

4.3 容器の表示 

容器の表示は，ＮＤＳ Ｚ ０００１によるほか，次による。 

a) 陸上・海上・航空各自衛隊の標識は，“防衛省”と替えて表示する。 

b) 容器の外面塗装は，ＪＩＳ Ｋ ５５７２の２種又はＪＩＳ Ｋ ５６５１の２種２号に規定するＯＤ色７．５Ｙ３／１

を１回塗装する。 

c) 調達要領指定書によって容器を指定した場合は，併せて表示も指定することができる。 

4.4 納入単位  

納入単位は，質量（ｋｇ）とする。 



３． 

Ｋ ２２４５Ｄ 

付表１－品質 

項    目 規  定 
認定

検査
検査 試  験  方  法 

不混和ちょう度 ２００以上 

○ 

○ 

ＪＩＳ Ｋ ２２２０による。 

混和ちょう度 ２６０～３１０ 

滴点  ℃ １６５以上 

銅板腐食Ｂ法 （１００ ℃，２４ ｈ） 合格 a) 

蒸発量 （９９ ℃，２２ ｈ）   質量％ ２．０以下 

離油度 （１００ ℃，24 ｈ）  質量％ ５以下 

酸化安定度 
（９９ ℃，１００ ｈ） 

  ｋＰａ 

１００ ｈ ７０以下 

５００ ｈ １０５以下 
― 

混和安定度 ２６０～３７５ 

水洗耐水度 （３８ ℃，１ ｈ）  質量％ ２０以下 

○ 低温トルク b) 

（－５４ ℃）ｍＮ・ｍ 

起動トルク ９８１以下 

回転トルク ９８以下 

耐荷重能（荷重摩耗指数） ５０以上 

― 

ＡＳＴＭ Ｄ ２５９６による。 

高温潤滑性能 （１２１ ℃）ｈ １ ０００以上 ＦＥＤ．ＳＴＤ．ＮＯ．７９１Ｂ ３３１．２による。 

さび止め性能 ２以下 ＤＳＰ Ｋ ２２４２の附属書Ｃによる。 

貯蔵安定度 （室温，１８０日） 合格 c) ＮＤＳ Ｋ ２７７２による。 

二硫化モリブデン量   質量％ ４．５～５．５ ○ ＦＥＤ．ＳＴＤ．ＮＯ．７９１Ｂ ３７２０による d) 

注記 ○印は，認定検査及び検査の項目を示す。 

注a)  銅板に接触した部分のグリースが変色してはならない。また，銅板の変色は，ＪＩＳ Ｋ ２５１３の箇条５（銅板

腐食標準）の１以下でなければならない。                                                      
b)  運転中，空転やボールの滑りがあってはならない。また，回転トルクの測定時における回転時間は，１時間とする。

c) 貯蔵試験後の試料の不混和ちょう度が２００以上で，混和ちょう度が初期混和ちょう度の±３０以内である場合を合格

とする。 

d) ＦＥＤ．ＴＥＳＴ ＭＥＴＨＯＤ ＳＴＤ．ＮＯ．７９１Ｂ ＭＥＴＨＯＤ ３７２２，原子吸光法又は蛍光Ｘ線を用いてもよい。 

 


